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施 設 条 例 所管部局
１ ⽴⼭市⺠運動場 ⽴⼭公園

１ ⻑崎市都市公園条例 土木部

２ ⻑崎市営庭球場

平和公園
3 ⻑崎市営⼸道場
4 ⻑崎市営陸上競技場
5 ⻑崎市営ソフトボール場
6 ⻑崎市営ラグビー・サッカー場
7 ⻑崎市平和会館
8 東望⼭運動場 東望⼭公園
9 稲佐⼭公園野外ステージ

稲佐⼭公園10 稲佐⼭公園展望台駐⾞場
11 ⻑崎稲佐⼭スロープカー
12 ⻑崎東公園運動場

⻑崎東公園13 ⻑崎東公園コミュニティ体育館
1４ ⻑崎東公園庭球場
1５ ⻑崎東公園コミュニティプール
1６ ⼩江原台近隣公園庭球場 ⼩江原台近隣公園
1７ ⻑崎市総合運動公園かきどまり庭球場

⻑崎市総合運動公園
1８ ⻑崎市総合運動公園かきどまり野球場
1９ ⻑崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場
20 ⻑崎市総合運動公園かきどまり補助競技場
21 ⻑崎市総合運動公園かきどまり投てき練習場
22 田中町ソフトボール場 田中町公園
23 えがわ運動公園庭球場 えがわ運動公園
24 香焼総合公園運動場 香焼総合公園25 香焼総合公園庭球場
26 元宮公園運動場

元宮公園27 元宮公園庭球場
28 三和少年交流センター

１ 使⽤料・⼿数料関連条例【建設水道委員会所管分】

施設一覧等１

⑴ 使⽤料︓70施設（７条例）【うち、今回改定︓48施設（６条例）】
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施 設 条 例 所管部局

29 高島ふれあい多目的運動公園庭球場
【改定しない】 高島ふれあい多目的運動公園

2 ⻑崎市公園条例 土木部

30 外海総合公園運動場 外海総合公園

31 外海運動公園運動場
【改定しない】 外海運動公園

32 岳路運動公園運動場 岳路運動公園
33 琴海北部運動公園運動場 琴海北部運動公園
34 琴海中部運動公園運動場 琴海中部運動公園35 琴海中部運動公園庭球場
36 琴海南部運動公園運動場 琴海南部運動公園
37 大芝生広場 ⻑崎市さくらの⾥ 3 ⻑崎市さくらの⾥条例 土木部38 庭球場
39 ⻑崎市桜町駐⾞場 【改定しない】

4 ⻑崎市駐⾞場条例 土木部

40 市⺠会館地下駐⾞場 【改定しない】
41 松が枝町駐⾞場
42 松が枝町第２駐⾞場
43 平和公園駐⾞場
44 松⼭町駐⾞場
45 茂⾥町駐⾞場

１ 使⽤料・⼿数料関連条例【建設水道委員会所管分】

⑴ 使⽤料︓70施設（７条例）【うち、今回改定︓48施設（６条例）】
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施 設 条 例 所管部局
46 矢の平1丁目⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】

５ ⻑崎市⼆輪⾞等駐⾞場条例 土木部

47 ⻄⼭２丁目⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
48 築町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
49 古川町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
50 万才町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
51 元船町⼆輪⾞等駐⾞場
52 尾上町⼆輪⾞等駐⾞場
53 恵美須町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
54 新地町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
55 元船町第２⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
56 住吉町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
57 興善町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
58 新大⼯町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
59 若葉町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
60 大橋町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
61 東⼭町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
62 東⼭町第２⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
63 ⽴⼭町⼆輪⾞等駐⾞場 【改定しない】
64 ⻑崎駅⼆輪⾞等駐⾞場
65 ⻑崎市浦上駅⼆輪⾞等駐⾞場【改定しない】
66 ⻑崎駅⻄⼝⾃動⾞整理場 【改定しない】 ６ ⻑崎駅⻄⼝⾃動⾞整理場条例 土木部
67 茂木港船客待合所

７ ⻑崎市港湾施設条例 まちづくり部68 伊王島港ターミナル
69 高島港ターミナル
70 池島港船客待合所

１ 使⽤料・⼿数料関連条例【建設水道委員会所管分】
⑴ 使⽤料︓70施設（７条例）【うち、今回改定︓48施設（６条例）】

⑵ ⼿数料︓１条例【うち、今回改定︓１条例】
条 例 所管部局

１ ⻑崎市屋外広告物条例 まちづくり部
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⑴ 算定方法
使⽤料は、施設の維持管理に係る「原価（コスト）」と「受益者負担率」に基づき算定する。

⑵ 原価（コスト）
使⽤料算定における原価（コスト）は施設運営コスト及び施設整備等コストとする。

２ 使⽤料の基本的な考え方

ア 施設運営コスト 人件費、各種委託料、備品購入等の物件費など施設の運営に必要な直接コスト

イ 施設整備等コスト 施設設備に係るコスト（国庫補助等を除した額を減価償却のうえ算出）

■入館施設（個人単位で使⽤する施設）

施設全体のコスト

年間目標利⽤者数
１⼈あたりの使⽤料 ＝ × 受益者負担率

■貸館施設（貸出スペースごとで使⽤する施設）

施設全体のコスト
施設全体の貸出可能面積 × 年間開館時間 × 実稼働率

１室１時間
あたりの使⽤料 × 室面積

１室１時間あたりの原価（コスト）

＝ × 受益者負担率

１⼈あたりの原価（コスト）

施設一覧等１ -6-



⑶ 受益者負担率
使⽤料は施設の設置目的や提供サービスに配慮する必要があるため、受益者負担率を設定する。
受益者負担率︓50％
港湾施設（切符売場）

受益者負担率︓75％ 受益者負担率︓100％〜
文化財、観光施設、公園施設（ｽﾛｰﾌﾟｶｰ）
ホール型施設（交流拠点施設）
市営宿泊施設、市有墓地、商業振興施設、
農林業振興施設、市営駐⾞場、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設
港湾施設（売店等）
健康増進・入浴施設（公衆浴場以外）

受益者負担率︓25％
火葬場

受益者負担率︓50％
スポーツ施設、公園施設（スポーツ施設）
博物館、こども遊戯施設
ホール型施設、公園施設（屋外ステージ）

受益者負担率︓75％

受益者負担率︓0％
街区公園、公園施設（通常公園部分）

受益者負担率︓25％
市⺠活動施設、コミュニティ活動施設
自主学習・研修施設
その他の会議室

受益者負担率︓50％
健康増進・入浴施設（公衆浴場）

２ 使⽤料の基本的な考え方

低い高い

低い

高い

⺠
間
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
度

市⺠⽣活上の必要性
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３ ⼿数料の基本的な考え方
⑴ 算定方法

⼿数料は、役務を提供するための「原価（コスト）」に基づき算定する。

⼿数料 ＝ 原価（コスト）
※料⾦の上り幅が大きい施設は、激変緩和措置を設ける（現⾏料⾦を基準に1.1〜２倍を上限に設定）

施設一覧等１ -8-
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由

一般 500 750 1,000 類似施設の1ｍあたりの単
価を基に算出

1,000 500

こども 250 - 500 一般の半額（小学生以下） 500 250

一般 300 450 600 類似施設を基に設定 600 300

こども 150 - 300 一般の半額（小学生以下） 300 150

稲佐山公園展望台駐車場 駐車場（１時間あたり） 200 15,146,692 - 389 389 400 400 ⻑崎稲佐山スロープカーの
増加率（100％）を現行価
格に乗じて算出
ただし、展望台への移動手
段としてスロープカーとの
均衡を保つため、金額は調
整中。

400 200

食堂・売店 125,398 - 228,504 228,504 137,938 137,938 137,938 12,540

その他 6,452 - 8,623 8,623 8,388 8,388 8,388 1,936

食堂・売店 7,960 - 24,883 24,883 10,348 10,348 10,348 2,388

その他 67,660 - 211,502 211,502 81,192 81,192 81,192 13,532

食堂・売店 27,778 - 35,759 35,759 33,334 33,334 33,334 5,556

その他 98,040 - 126,210 126,210 117,648 117,648 117,648 19,608

売店 7,072 - 37,975 37,975 9,194 9,194 9,194 2,122

その他 816 - 8,763 8,763 1,142 1,142 1,142 326

茂木港船客待合所（切符
売場）【月額】

切符売場 21,580 2,374,811 - 43,114 21,557 25,896 21,557 21,557 -23

伊王島港ターミナル（切
符売場）【月額】

切符売場 11,144 3,254,644 - 34,836 17,418 13,373 13,373 13,373 2,229

高島港ターミナル（切符
売場）【月額】

切符売場 20,415 1,334,524 - 15,776 7,888 24,498 7,888 7,888 -12,527

池島港船客待合所（切符
売場）【月額】

切符売場 4,896 839,046 - 26,290 13,145 6,365 6,365 6,365 1,469

公園施設

⑵ 受益者負担率100％（⺠間のサービス提供度：高、市⺠生活の必要性：低）
港湾施設

3,254,644

高島港ターミナル
（切符売場以外）【月
額】

2,374,811

839,046

茂木港船客待合所
（切符売場以外）【月
額】

激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コスト

⑶ 受益者負担率50％（⺠間のサービス提供度：高、市⺠生活の必要性：高）

カテゴリー

⑴ 受益者負担率100％以上（観光客など市⺠以外の利用が⾒込まれる施設）
92,645,419 178,300 520 520

現行料金
との差額

１ マトリクスに基づいて料金を設定するもの

目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

⻑崎稲佐山スロープカー
（往復）

⻑崎稲佐山スロープカー
（片道）

伊王島港ターミナル
（切符売場以外）【月
額】

1,334,524

池島港船客待合所
（切符売場以外）【月
額】

港湾施設
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

専用利用 9：00〜正午 1,026 4,998 2,499 1,430 1,430 1,430 404

専用利用 13：00〜17：00 1,189 5,798 2,899 1,660 1,660 1,660 471

専用利用 18：00〜21：00 2,140 10,446 5,223 2,780 2,780 2,780 640

専用利用（土日祝） 9：00
〜正午

1,585 7,696 3,848 2,210 2,210 2,210 625

専用利用（土日祝） 13：00
〜17：00

1,574 7,646 3,823 2,200 2,200 2,200 626

専用利用（土日祝） 18：00
〜21：00

2,612 12,744 6,372 3,390 3,390 3,390 778

体育以外利用 9：00〜正午 2,329 4,998 2,499 3,020 2,490 2,490 161

体育以外利用 13：00〜17：
00

3,203 6,896 3,448 4,160 3,440 3,440 237

体育以外利用 18：00〜21：
00

5,049 10,844 5,422 6,560 5,420 5,420 371

体育以外利用（土日祝）
9：00〜正午

2,716 5,848 2,924 3,530 2,920 2,920 204

体育以外利用（土日祝）
13：00〜17：00

3,787 8,146 4,073 4,920 4,070 4,070 283

体育以外利用（土日祝）
18：00〜21：00

6,215 13,344 6,672 8,070 6,670 6,670 455

一般
（当日券）

356 530 370 370 14

高校生
（当日券）

188 - 190 一般の半額 190 2

一般
（会員券（1月））

2,440 3,170 2,590 2,590 150

高校生
（会員券（1月））

1,215 - 1,330 1,330 115

一般 360 540 400 400 40

こども 100 - 200 一般の半額 200 100

回数券（一般） 3,600 4,680 4,000 10回分の料金で11回使用可
能

4,000 400

回数券（こども） 1,000 - 2,000 10回分の料金で11回使用可
能

2,000 1,000

回数券への移行を検討中

10,000 746 373

⻑崎東公園コミュニティ
体育館

⑷ 受益者負担率50％（⺠間のサービス提供度：中、市⺠生活の必要性：中）

392

料金区分について同種施設
と調整中

⻑崎東公園コミュニティ
体育館
（トレーニング室）

9,590,048⻑崎東公園コミュニティ
体育館
（浴室）

9,045,370

12,229 784

-

7,464,292

【体育館】
公園施設（ス
ポーツ施設）
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

一般 470 700 570 市⺠神の島プールと料金統
一

570 100

こども 150 - 290 一般の半額 290 140

回数券（一般） 4,700 6,110 5,700 10回分の料金で11回使用可
能

5,700 1,000

回数券（こども） 1,500 4,030 2,900 10回分の料金で11回使用可
能

2,900 1,400

【全面利用】25ｍプール（平
日・1時間あたり）

8,730 - 109,920 54,960 11,340 10,780 10,780 2,050

【全面利用】25ｍプール（土
日祝・1時間あたり） 13,095

-
109,920 54,960 15,710 13,510 13,510 415

一般 251 370 300 300 49

こども 125 - 150 一般の半額 150 25

一般 125 250 160 160 35

こども 62 - 80 一般の半額 80 18

一般 523 730 630 630 107

こども 261 - 320 一般の半額 320 59

⻑崎東公園運動場 運動場 178 5,897,757 - 4,325 2,163 350 350 350 172

⽴山市⺠運動場 運動場 178 846,002 - 1,029 515 350 350 350 172

⻑崎市営陸上競技場（平
和公園）

陸上競技場 649 7,166,449 - 544,999 272,500 900 900 900 251

東望山運動場（東望山公
園）

運動場 178 4,062,396 - 4,961 2,481 350 350 350 172

⻑崎市総合運動公園かき
どまり陸上競技場

陸上競技場 3,771 22,166,206 - 28,657 14,329 4,900 4,900 4,900 1,129

⻑崎市総合運動公園かき
どまり補助競技場

補助競技場 1,571 4,818,196 - 15,895 7,948 2,190 2,190 2,190 619

香焼総合公園運動場 運動場 178 3,672,519 - 4,813 2,406 350 350 350 172
元宮公園運動場 運動場 178 11,532,320 - 7,002 3,501 350 350 350 172
外海総合公園運動場 運動場 178 941,242 - 3,826 1,913 350 350 350 172

外海運動公園運動場 運動場 178 65,640 - 0 0 350 178 今後の方向性を検討中 178 0

2,617,802

市⺠神の島プールと料金統
一（全面のため７コース分
を乗じる）
料金区分については同種施
設と調整中

15220,200

290

【プール】
公園施設（ス
ポーツ施設）

41,400

50,064,894 23,700

【運動場】
公園施設（ス
ポーツ施設）

2,100

⻑崎市総合運動公園
かきどまり陸上競技場

24,013,390

623

6,132,249

1,247

1,0562,112

580

304

329,764

⻑崎東公園コミュニティ
プール

⻑崎市総合運動公園
かきどまり補助競技場

⻑崎市総合運動公園
かきどまり投てき練習場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

岳路運動公園運動場 運動場 178 1,458,053 - 1,974 987 350 350 350 172

A面 178 350 350 350 172

B面 178 350 350 350 172

C面 178 350 350 350 172

A面 178 739 369 350 350 350 172

B面 178 739 369 350 350 350 172

A面 178 955 477 350 350 350 172

B面 178 953 477 350 350 350 172

一般 209 410 240 240 31

こども 100 200 120 一般の半額 120 20

⻑崎市営ラグビー・サッ
カー場（平和公園）

ラグビー・サッカー場 1,571 8,186,816 - 3,298 1,649 2,190 1,650 1,650 79

⻑崎市営ソフトボール場
（平和公園）

ソフトボール場 178 3,269,517 - 3,837 1,919 350 350 350 172

田中町ソフトボール場
（田中町公園）

ソフトボール場 178 2,682,130 - 5,726 2,863 350 350 350 172

⻑崎市総合運動公園かき
どまり野球場

野球場 1,676 13,389,920 - 21,053 10,526 2,340 2,340 2,340 664

⼤芝生広場（⻑崎市さく
らの里）

⼤芝生広場 649 9,419,095 - 19,990 9,995 900 900 900 251

リハーサル室 377 2,391 1,195 560 560 560 183

リハーサル室（土日祝） 534 2,391 1,195 560 740 740 206

野外ステージ(平日） 9：30
〜16：00

1,494 13,554 6,777 2,090 2,090 2,090 596

野外ステージ(平日）
17:00~21:00

3,237 13,554 6,777 4,200 4,200 4,200 963

野外ステージ(平日）
9:30~21:00

1,782 13,554 6,777 2,490 2,490 2,490 708

野外ステージ入場料2,095円
未満  9:30~16:00

4,482 27,098 13,549 5,820 5,820 5,820 1,338

野外ステージ入場料2,095円
未満  17:00~21:00

9,711 27,098 13,549 12,620 12,620 12,620 2,909

稲佐山公園野外ステージ
リハーサル室

稲佐山公園野外ステージ

公園施設（屋外
ステージ）

628,782 -

4,800 471 2362,260,948

6,760,243 -

211

-

-

【その他】
公園施設（ス
ポーツ施設）

【運動場】
公園施設（ス
ポーツ施設） - 423

1,694,074

378,862琴海北部運動公園運動場 同種施設料金統一（運動
場）

琴海中部運動公園運動場 1,412,101

⻑崎市営⼸道場（平和公
園）

琴海南部運動公園運動場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

野外ステージ入場料2,095円
未満  9:30~21:00

5,348 27,098 13,549 6,950 6,950 6,950 1,602

野外ステージ入場料2,095円
以上 9:30~16:00

11,952 94,838 47,419 14,340 14,340 14,340 2,388

野外ステージ入場料2,095円
以上 17:00~21:00

25,897 94,838 47,419 31,070 31,070 31,070 5,173

野外ステージ入場料2,095円
以上 9:30~21:00

14,262 94,838 47,419 17,110 17,110 17,110 2,848

野外ステージ（土日祝）
9:30~16:00

1,908 17,444 8,722 2,670 2,670 2,670 762

野外ステージ（土日祝）
17:00~21:00

4,180 17,462 8,731 5,430 5,430 5,430 1,250

野外ステージ（土日祝）
9:30~21:00

2,298 17,482 8,741 2,980 2,980 2,980 682

野外ステージ（土日祝）入場
料2,095円未満 9:30~16:00

5,726 38,792 19,396 7,440 7,440 7,440 1,714

野外ステージ（土日祝）入場
料2,095円未満 17:00~21:00

12,542 38,792 19,396 15,050 15,050 15,050 2,508

野外ステージ（土日祝）入場
料2,095円未満 9:30~21:00

6,896 38,792 19,396 8,960 8,960 8,960 2,064

野外ステージ（土日祝）入場
料2,095円以上 9:30~16:00

15,272 126,054 63,027 18,320 18,320 18,320 3,048

野外ステージ（土日祝）入場
料2,095円以上 17:00~21:00

33,450 126,054 63,027 40,140 40,140 40,140 6,690

野外ステージ（土日祝）入場
料2,095円以上 9:30~21:00

18,390 126,054 63,027 22,060 22,060 22,060 3,670

公園施設（屋外
ステージ）

稲佐山公園野外ステージ
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

ホール（体育以外）
※1時間あたり

2,329 52,941 26,471 3,020 3,020 【基準額】として設定 3,020 691

 ▪平日：午前9時から正午
まで（3h）

6,987 158,824 79,412 9,080 9,060 3,020円/時間 × 3時間 9,060 2,073

 ▪平日：午後1時から午後5
時まで（4h）

12,812 211,765 105,883 15,370 16,680 3,020円/時間 × 4時間 ×
1.38（現行料金比率）

16,680 3,868

 ▪平日：午後6時から午後
10時まで（4h）

15,148 211,765 105,883 18,170 19,700 3,020円/時間 × 4時間 ×
1.63（現行料金比率）

19,700 4,552

 ▪休日：午前9時から正午
まで（3h）

8,150 158,824 79,412 10,590 10,610 3,020円/時間 × 3時間 ×
1.17（現行料金比率）

10,610 2,460

 ▪休日：午後1時から午後5
時まで（4h）

15,148 211,765 105,883 18,170 19,700 3,020円/時間 × 4時間 ×
1.63（現行料金比率）

19,700 4,552

 ▪休日：午後6時から午後
10時まで（4h）

18,647 211,765 105,883 22,370 24,160 3,020円/時間 × 4時間 ×
2.0（現行料金比率）

24,160 5,513

ホール（体育）
※1時間あたり

311 7,069 3,535 460 460 【基準額】として設定 460 149

 ▪平日：午前9時から正午
まで（3h）

932 21,208 10,604 1,300 1,380 460円/時間 × 3時間 1,380 448

 ▪平日：午後1時から午後5
時まで（4h）

1,278 28,278 14,139 1,780 1,900 460円/時間 × 4時間 ×
1.03（現行料金比率）

1,900 622

 ▪平日：午後6時から午後
10時まで（4h）

1,508 28,278 14,139 2,110 2,230 460円/時間 × 4時間 ×
1.21（現行料金比率）

2,230 722

 ▪休日：午前9時から正午
まで（3h）

1,162 21,208 10,604 1,620 1,730 460円/時間 × 3時間 ×
1.25（現行料金比率）

1,730 568

 ▪休日：午後1時から午後5
時まで（4h）

1,508 28,278 14,139 2,110 2,230 460円/時間 × 4時間 ×
1.21（現行料金比率）

2,230 722

 ▪休日：午後6時から午後
10時まで（4h）

1,854 28,278 14,139 2,590 2,750 460円/時間 × 4時間 ×
1.49（現行料金比率）

2,750 896

⼤研修室 880 11,640 2,910 1,230 1,230 1,230 350

小研修室 660 7,605 1,901 920 920 920 260

夜間（22時〜翌9時） 5,500 245,956 61,489 7,150 7,150 7,150 1,650

和室 324 3,116 779 480 480 480 156

⑸ 受益者負担率25％（⺠間のサービス提供度：低、市⺠生活上の必要性：中）
-三和少年交流センター

（元宮公園）
7,012,426

平和会館（ホール） 83,829,181 -

自主学習・研修
施設

平和施設
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

1コート 209 366 183 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 366 183 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

3コート 209 366 183 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

4コート 209 366 183 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

5コート 209 366 183 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

庭球場1 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

庭球場2 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

庭球場3 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

庭球場4 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

庭球場5 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

庭球場6 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

庭球場7 523 280 140 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

1コート 209 90 45 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 90 45 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

3コート 209 90 45 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

5,260,854 -

-

ア 受益者負担率50％
⑴ 同種施設であるため使用料を統一するもの

353,647

⻑崎東公園庭球場

-

２ 施設の特性に応じて料金を設定するもの

【庭球場】
公園施設（ス
ポーツ施設）

小江原台近隣公園庭球場

6,062,938⻑崎市営庭球場（平和公
園）
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

1コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

2コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

3コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

4コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

5コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

6コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

7コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

8コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

9コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

10コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

11コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

12コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

13コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

14コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

15コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

16コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

17コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

18コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

19コート 523 162 81 730 700 同種施設料金統一（庭球
場）

700 177

1コート 209 509 254 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 509 254 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

-えがわ運動公園庭球場

-【庭球場】
公園施設（ス
ポーツ施設）

⻑崎市総合運動公園かき
どまり庭球場

18,262,297

1,107,840
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

1コート 209 2,817 1,408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 2,817 1,408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

3コート 209 2,817 1,408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

1コート 209 817 408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 817 408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

3コート 209 817 408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

4コート 209 817 408 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

1コート 209 0 0 410 210 今後の方向性を検討中 210 1

2コート 209 0 0 410 210 今後の方向性を検討中 210 1

3コート 209 0 0 410 210 今後の方向性を検討中 210 1

4コート 209 0 0 410 210 今後の方向性を検討中 210 1

1コート 209 1,416 708 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 1,416 708 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

1コート 209 48 24 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

2コート 209 48 24 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

3コート 209 48 24 410 410 同種施設料金統一（庭球
場）

410 201

卓球 157 262 131 310 310 同種施設料金統一（体育
館）

310 153

バドミントン 257 333 167 380 380 同種施設料金統一（体育
館）

380 123

バレーボール 644 961 481 900 900 同種施設料金統一（体育
館）

900 256

バスケットボール 644 1,827 914 900 900 同種施設料金統一（体育
館）

900 256

元宮公園庭球場 5,550,254

【体育館】
スポーツ施設

-

-

-

-

-

-

1,094,112

【庭球場】
公園施設（ス
ポーツ施設）

香焼総合公園庭球場 3,519,379

172,900

高島ふれあい多目的運動
公園庭球場

⻑崎東公園コミュニティ
体育館

9,045,370

琴海中部運動公園庭球場 127,524

【庭球場】
公園施設（ス
ポーツ施設）

庭球場（⻑崎市さくらの
里）
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・平
日・最初の30分まで）

140 189 390 140         
 駐車場法に規定する路上駐
車場の駐車料金の額の原則
に準じて設定

140 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・平
日・その後30分までごと）

130 - - 130         130 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・休
日・【2時間半以内】最初の
30分まで）

140 - - 140         140 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・休
日・【2時間半以内】その後
30分までごと）

130 - - 130         130 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・休
日・【2時間半を超える場
合】）

730 - - 730         730 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（夜間駐車料金） 830 - - 830         830 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金・全
日）

19,420 - - 19,420    19,420 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金・昼間
又は夜間）

14,020 - - 14,020    14,020 0

回数券（130円券（22枚つづ
り）） 2,600 - - 2,600      2,600 0

回数券（140円券（22枚つづ
り）） 2,800 - - 2,800      2,800 0

二輪自動車（最初の1時間半
まで・30分につき） 60 27 240 60           60 0

二輪自動車（1時間半を超え
る場合） 200 - - 200         200 0

⑵ ⺠間等と均衡を図るべきもの

-
ア 受益者負担率100％

189

27

119,051,567市営駐車場 ⻑崎市桜町駐車場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・最初
の30分まで）

140 29 390 140         140 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・その
後30分までごと）

130 - - 130         130 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（夜間駐車料金） 830 - - 830         830 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金・全
日）

19,420 - - 19,420    19,420 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金・昼間
又は夜間）

14,020 - - 14,020    14,020 0

回数券（130円券（22枚つづ
り）） 2,600 - - 2,600      2,600 0

回数券（140円券（22枚つづ
り）） 2,800 - - 2,800      2,800 0

二輪自動車（最初の1時間半
まで・30分につき） 60 4 240 60           60 0

二輪自動車（1時間半を超え
る場合） 200 - - 200         200 0

⻑崎市⺠会館地下駐車場 36,850,007 - 29

4

市営駐車場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

バス（昼間駐車料金・最初の
1時間まで） 1,500 217 450 1,500      1,500 0

バス（昼間駐車料金・その後
30分までごと） 750 - - 750         750 0

バス（夜間駐車料金） 1,040 - - 1,040      1,040 0
マイクロバス（昼間駐車料
金・最初の1時間まで） 750 - - 1,500      1,500 750

マイクロバス（昼間駐車料
金・その後30分までごと） 370 - - 750         750 380

マイクロバス（夜間駐車料
金） 1,040 - - 1,040      1,040 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・最初
の1時間まで）

300 788 2100 300         300 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・その
後30分までごと）

140 - - 150         150 10

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（夜間駐車料金） 830 - - 830         830 0

回数券（150円券（22枚つづ
り）） 0 - - 3,000      3,000 3,000

回数券（300円券（22枚つづ
り）） 6,000 - - 6,000      6,000 0

回数券（750円券（22枚つづ
り）） 15,000 - - 15,000    15,000 0

回数券（1,500円券（22枚つ
づり）） 30,000 - - 30,000    30,000 0

二輪自動車（最初の1時間半
まで・30分につき） 60 31 240 60           60 0

二輪自動車（1時間半を超え
る場合） 200 - - 200         200 0

⻑崎市松が枝町駐車場 217

788

31

141,794,746 -市営駐車場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

【地上部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（午前7
時〜午後8時・最初の1時間ま
で）

260 657 390 260         260 0

【地上部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（午前7
時〜午後8時・1時間を超え1
時間30分まで）

380 - - 380         380 0

【地上部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（午前7
時〜午後8時・1時間30分を超
え2時間まで）

510 - - 510         510 0

【地上部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（午前7
時〜午後8時・2時間を超える
場合）

620 - - 620         620 0

【地上部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（午後8
時〜翌日午前7時・1時間につ
き）

70 - - 70           70 0

【地下部分】バス（昼間駐車
料金・最初の1時間まで） 1,500 2390 2100 1,500      1,500 0

【地下部分】バス（昼間駐車
料金・その後30分までごと） 0 - - 750         750 750

【地下部分】バス（夜間駐車
料金） 1,040 - - 1,040      1,040 0

【地下部分】マイクロバス
（昼間駐車料金・最初の1時
間まで）

750 - - 1,500      1,500 750

657

2,390

-919,592,970市営駐車場 ⻑崎市平和公園駐車場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

【地下部分】マイクロバス
（昼間駐車料金・その後30分
までごと）

0 - - 750         750 750

【地下部分】マイクロバス
（夜間駐車料金） 1,040 - - 1,040      1,040 0

【地下部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（昼間駐
車料金・最初の1時間まで）

260 657 390 260         260 0

【地下部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（昼間駐
車料金・1時間を超え1時間30
分まで）

380 - - 380         380 0

【地下部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（昼間駐
車料金・1時間30分を超え2時
間まで）

510 - - 510         510 0

【地下部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（昼間駐
車料金・2時間を超える場
合）

620 - - 620         620 0

【地下部分】普通自動車、小
型自動車、軽自動車（夜間駐
車料金）

830 - - 830         830 0

回数券（260円券（22枚つづ
り）） 0 - - 5,200      5,200 5,200

回数券（750円券（22枚つづ
り）） 15,000 - - 15,000    15,000 0

回数券（1,500円券（22枚つ
づり）） 30,000 - - 30,000    30,000 0

プリペイドカード（620円
（11回分）） 6,200 - - 6,200      6,200 0

二輪自動車（最初の1時間半
まで・30分につき） 60 95 240 60           60 0

二輪自動車（1時間半を超え
る場合） 200 - - 200         200 0

657

95

市営駐車場 ⻑崎市平和公園駐車場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（午前8時〜午後10
時・最初の30分まで）

130 76 500 140         140 10

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（午前8時〜午後10
時・その後30分までごと）

120 - - 130         130 10

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（午後10時〜午前8
時・30分につき）

40 - - 40           40 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金） 0 - - 11,000    11,000 11,000

回数券（130円券（22枚つづ
り）） 2,600 - - 2,600      2,600 0

回数券（140円券（22枚つづ
り）） 0 - - 2,800      2,800 2,800

バス（午前7時半〜午後10
時・最初の1時間まで・30分
につき）

750 1184 2100 750         750 0

バス（午前7時半〜午後10
時・その後30分までごと） 0 - - 750         750 750

バス（午後10時〜午前7時
半・30分につき） 50 - - 50           50 0

マイクロバス（午前7時半〜
午後10時・最初の1時間ま
で・30分につき）

370 - - 750         750 380

マイクロバス（午前7時半〜
午後10時・その後30分までご
と）

0 - - 750         750 750

マイクロバス（午後10時〜午
前7時半・30分につき） 50 - - 50           50 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（午前7時半〜午後10
時・最初の2時間まで・30分
につき）

120 325 480 120         120 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（午前7時半〜午後10
時・2時間を超える場合）

620 - - 620         620 0

⻑崎市松山町駐車場

市営駐車場 ⻑崎市茂里町駐車場 89,288,741

984,979,525

76

1,184

325

-

-
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（午後10時〜午前7時
半・30分につき）

40 - - 40           40 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金・全
日）

15,710 - - 15,710    15,710 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金・昼
間）

13,610 - - 13,610    13,610 0

回数券（120円券（22枚つづ
り）） 2,400 - - 2,400      2,400 0

回数券（750円券（22枚つづ
り）） 15,000 - - 15,000    15,000 0

プリペイドカード（120円
（22回分）） 2,400 - - 2,400      2,400 0

プリペイドカード（620円
（11回分）） 6,200 - - 6,200      6,200 0

バス（昼間駐車料金・最初の
1時間まで） 1,500 828 2100 1,500      1,500 0

バス（昼間駐車料金・その後
30分までごと） 750 - - 750         750 0

バス（夜間駐車料金） 1,040 - - 1,040      1,040 0
マイクロバス（昼間駐車料
金・最初の1時間まで） 750 - - 1,500      1,500 750

マイクロバス（昼間駐車料
金・その後30分までごと） 370 - - 750         750 380

マイクロバス（夜間駐車料
金） 1,040 - - 1,040      1,040 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・最初
の1時間まで）

300 227 450 300         300 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（昼間駐車料金・その
後30分までごと）

140 - - 150         150 10

⻑崎市松山町駐車場市営駐車場

155,964,691

227

- 828⻑崎市松が枝町第2駐車
場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（夜間駐車料金） 830 - - 830         830 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（定期駐車料金） 11,000 - - 12,000    12,000 1,000

回数券（150円券（22枚つづ
り）） 0 - - 3,000      3,000 3,000

回数券（300円券（22枚つづ
り）） 6,000 - - 6,000      6,000 0

回数券（750円券（22枚つづ
り）） 15,000 - - 15,000    15,000 0

回数券（1,500円券（22枚つ
づり）） 30,000 - - 30,000    30,000 0

二輪自動車（最初の1時間半
まで・30分につき） 60 33 240 60           60 0

二輪自動車（1時間半を超え
る場合） 200 - - 200         200 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（最初の20分まで・無
料）

0 117 600 無 料 無 料 0

普通自動車、小型自動車、軽
自動車（20分を超える場合・
30分につき）

200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 16 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（定期駐車料金・全
日・1月につき） 3,140 - - 3,140 3,140 0

回数駐車券（11枚つづり） 2,000 - - 2,000 2,000 0
二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 6 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

市営駐車場

⻑崎駅⻄⼝自動車整理場

⻑崎市古川町二輪車等駐
車場

18,188,889

1,995,415

14,548,593

33

117

16

6

-

⻑崎市築町二輪車等駐車
場

-

-

155,964,691⻑崎市松が枝町第2駐車
場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 5 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【8時間以内】最
初の1時間まで） 0 4 400 100 100 100

二輪車等（【8時間以内】1時
間を超えるとき） 0 - - 200 200 200

二輪車等（【8時間を超える
場合】8時間につき） 0 - - 100 100 100

二輪車等（【8時間以内】最
初の1時間まで） 0 5 400 100 100 100

二輪車等（【8時間以内】1時
間を超えるとき） 0 - - 200 200 200

二輪車等（【8時間を超える
場合】8時間につき） 0 - - 100 100 100

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 5 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 6 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 8 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

市営駐車場

3,094,445

⻑崎市元船町第2二輪車
等駐車場

1,124,214

1,124,214

1,124,214

3,000,021

3,000,021

-

5

4

5

5

6

-

-

8

-

-

-⻑崎市万才町二輪車等駐
車場

⻑崎市元船町二輪車等駐
車場

⻑崎市尾上町二輪車等駐
車場

⻑崎市恵美須町二輪車等
駐車場

⻑崎市新地町二輪車等駐
車場
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 8 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 9 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 9 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【8時間以内】最
初の1時間まで） 0 28 400 100 100 100

二輪車等（【8時間以内】1時
間を超えるとき） 0 - - 200 200 200

二輪車等（【8時間を超える
場合】8時間につき） 0 - - 100 100 100

二輪車等（【24時間以内】最
初の1時間まで） 100 45 400 100 100 0

二輪車等（【24時間以内】1
時間を超えるとき） 200 - - 200 200 0

二輪車等（【24時間を超える
場合】24時間につき） 200 - - 200 200 0

市営駐車場

⻑崎駅二輪車等駐車場

⻑崎市浦上駅二輪車等駐
車場

⻑崎市住吉町二輪車等駐
車場

⻑崎市興善町二輪車等駐
車場

⻑崎市新⼤⼯町二輪車等
駐車場

1,304,533

2,012,147

-

21,931,382

31,562,011 45

1,124,214 -

9

-

8

9

28

-

-
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再算定結果一覧（使用料）【建設水道委員会】

金 額 理 由
激変緩和
措  置

個別事由による算定
最終結果施設名称 使用料項目 現行料金 総コストカテゴリー 現行料金

との差額
目  標
利用者数

１人（室）等
あたりのコスト 計算結果

矢の平1丁目二輪車等駐
車場

二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

⻄山２丁目二輪車等駐車
場

二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

若葉町二輪車等駐車場 二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

⼤橋町二輪車等駐車場 二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

東山町二輪車等駐車場 二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

東山町第２二輪車等駐車
場

二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

⽴山町二輪車等駐車場 二輪車等 0 0 - 0 0 0 無 料 無 料 0

行商、募金その他これらに類
するもの（１日あたり） 261 390 390 390 129

業として行う写真又は映画の
撮影（１日） 104 200 200 200 96

業として行う写真又は映画の
撮影（１月） 1,613 2,250 2,250 2,250 637

興 行（１㎡あたり１日） 18 36 36 36 18

広告物の掲出（広告表示面積
1㎡につき１日） 1,613 2,250 2,250 2,250 637

集会、展示会その他これらに
類するもの（1㎡につき１日）

12 24 24 24 12

行商、募金その他これらに類
するもの（１日あたり） 261 390 390 390 129

業として行う写真又は映画の
撮影（１日） 104 200 200 200 96

業として行う写真又は映画の
撮影（１月） 1,613 2,250 2,250 2,250 637

興 行（１㎡あたり１日） 18 36 36 36 18

広告物の掲出（広告表示面積
1㎡につき１日） 1,613 2,250 2,250 2,250 637

集会、展示会その他これらに
類するもの（1㎡につき１日）

12 24 24 24 12

現行無料のため、引き続き
無料とする。

市営駐車場

３ その他

施設使用料を再算定した結
果、多くの施設で激変緩和
措置が適用されることか
ら、行為等使用料について
も、各料金に激変緩和措置
の倍率を乗じて得た額を⾒
直し後の料金とする。

- -- -公園施設 都市公園

レクリエーショ
ン施設

さくらの里 - - - - 施設使用料を再算定した結
果、激変緩和措置が適用さ
れることから、行為等使用
料についても、各料金に激
変緩和措置の倍率を乗じて
得た額を⾒直し後の料金と
する。

⑴ 行為等使用料
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再算定結果一覧（手数料）【建設水道委員会】

許可申請手数料
（積算根拠）

17,000 335 22,445 351 22,796 20,400 20,400 3,400

1申請（事業所ごと）で面積が異なる広
告物をまとめての申請となるため、１
申請ごとの平均料金と１申請ごとの業
務量に基づく再算定を行った。
再算定20,400円/1申請の平均料金17,000
円＝1.2（上昇率）

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
0.5㎡未満

120 140 20

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
0.5㎡以上1㎡未満

220 260 40

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
1㎡以上2㎡未満

460 550 90

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
2㎡以上5㎡未満

970 1,160 190

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
5㎡以上10㎡未満

1,900 2,280 380

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

備 考
⑦

現行料金
との差額

③
物件費

④
再算定結果
（②+③）

①
業務量合計(分)

⻑崎市屋外広告物条例

⑥
最終結果

②
人件費手数料の種類

⑤
激変緩和
措置額

現行額区 分
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再算定結果一覧（手数料）【建設水道委員会】

備 考
⑦

現行料金
との差額

③
物件費

④
再算定結果
（②+③）

①
業務量合計(分)

⑥
最終結果

②
人件費手数料の種類

⑤
激変緩和
措置額

現行額区 分

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
10㎡以上20㎡未満

3,400 4,080 680

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
20㎡以上30㎡未満

5,600 6,720 1,120

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
30㎡以上40㎡未満

7,900 9,480 1,580

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
40㎡以上50㎡未満

11,000 13,200 2,200

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

広告塔、広告板、建築物その他工
作物等に掲出され、又は表示され
たもの並びにこれらに類するもの
50㎡以上

11,450円に50
㎡以上の面積
1㎡までごと
に450円を加
算

13,740円に
50㎡以上の
面積1㎡ま
でごとに
540円を加
算

90

現行手数料に上昇率1.2を乗じる。

はり紙 5 5 0 現行手数料に上昇率1.2を乗じる。
はり札 120 140 20 現行手数料に上昇率1.2を乗じる。
立看板 220 260 40 現行手数料に上昇率1.2を乗じる。
講習手数料

2,000 2,345 327 2,672 2,800 2,000 0
⻑崎県及び佐世保市と料金改定に向け
た協議を行う。
※今回の改定は見送り。

業登録手数料
10,000 12,395 716 13,111 13,000 10,000 0

⻑崎県及び佐世保市と料金改定に向け
た協議を行う。
※今回の改定は見送り。

⻑崎市屋外広告物条例
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